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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像記録装置と通信可能な通信手段を備える外部端末であって、
　ユーザーからの付加情報の入力を受け付ける入力受付手段と、
　前記入力受付手段への付加情報の入力開始を検出可能な入力開始検出手段と、
　前記入力開始検出手段が付加情報の入力開始を検出したときに、前記映像記録装置が記
録中の映像データにおける記録位置を示す情報を、前記通信手段を介して前記映像記録装
置に問い合わせて取得する撮影状態問い合わせ手段と、
　前記撮影状態問い合わせ手段の問い合わせに応答して前記映像記録装置から受信した記
録位置を示す情報を保持する第１の記憶手段と、
　ユーザーが前記付加情報の入力が完了したときに、前記入力受付手段を介して入力され
た付加情報と、前記第１の記憶手段に保持された記録位置を示す情報を、前記通信手段を
介して前記映像記録装置に送信する付加情報送信手段と、
を備えることを特徴とする外部端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の外部端末であって、
　前記記録位置を示す情報は、映像記録装置が撮影を開始してから記録した映像データの
フレーム数に関する情報である、ことを特徴とする外部端末。
【請求項３】
　請求項１に記載の外部端末であって、
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　前記記録位置を示す情報は、映像記録装置が撮影を開始してから経過した時間に関する
情報である、ことを特徴とする外部端末。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の外部端末であって、
　前記撮影状態問い合わせ手段は、前記記録位置を示す情報とともに、前記映像記録装置
が撮影している映像ファイルのファイル名を問い合わせて取得する、ことを特徴とする外
部端末。
【請求項５】
　請求項１に記載の外部端末であって、
　前記撮影状態問い合わせ手段は、前記記録位置を示す情報とともに、前記映像記録装置
が映像データを記録している記録媒体を識別するための識別情報を問い合わせて取得し、
　前記第１の記憶手段は、前記記録位置を示す情報とともに前記識別情報を保持する、
ことを特徴とする外部端末。
【請求項６】
　請求項１に記載の外部端末であって、
　記録媒体を接続可能な記録媒体接続手段と、
　前記付加情報送信手段による前記映像記録装置への付加情報及び記録位置を示す情報の
送信に対する応答としてエラー情報を受信したときに、前記第１の記憶手段に保持された
情報と、前記入力受付手段により入力された付加情報とを関連づけて記録する第２の記憶
手段と、
　前記記録媒体接続手段に接続された記録媒体に、前記第２の記憶手段に記録された情報
を記録する付加情報書き出し手段と、
をさらに備えることを特徴とする外部端末。
【請求項７】
　請求項１に記載の外部端末であって、
　記録媒体を接続可能な記録媒体接続手段と、
　前記付加情報送信手段が前記通信手段を介して前記映像記録装置との通信に失敗した場
合に、前記第１の記憶手段に保持された情報と、前記入力受付手段により入力された付加
情報とを関連づけて記録する第２の記憶手段と、
　前記記録媒体接続手段に接続された記録媒体に、前記第２の記憶手段に記録された情報
を記録する付加情報書き出し手段と、
を備えることを特徴とする外部端末。
【請求項８】
　請求項５に記載の外部端末であって、
　記録媒体を接続可能な記録媒体接続手段と、
　前記記録媒体接続手段に接続された記録媒体を識別するための識別情報を取得するメデ
ィアＩＤ検出手段と、
　前記付加情報送信手段による前記映像記録装置への付加情報及び記録位置を示す情報の
送信に対する応答としてエラー情報を受信したときに、前記第１の記憶手段に保持された
情報と、前記入力受付手段により入力された付加情報とを関連づけて記録する第２の記憶
手段と、
　前記記録媒体接続手段に接続された記録媒体の識別情報に関連する付加情報を、前記第
２の記憶手段から選択する付加情報照合手段と、
　前記付加情報照合手段により選択された付加情報を、前記第２の記憶手段から読み出し
、前記記録媒体に記録する付加情報書き出し手段と、
をさらに備えることを特徴とする外部端末。
【請求項９】
　請求項５に記載の外部端末であって、
　記録媒体を接続可能な記録媒体接続手段と、
　前記記録媒体接続手段に接続された記録媒体を識別するための識別情報を取得するメデ
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ィアＩＤ検出手段と、
　前記付加情報送信手段が前記通信手段を介して前記映像記録装置との通信に失敗した場
合に、前記第１の記憶手段に保持された情報と、前記入力受付手段により入力された付加
情報とを関連づけて記録する第２の記憶手段と、
　前記記録媒体接続手段に接続された記録媒体の識別情報に関連する付加情報を、前記第
２の記憶手段から選択する付加情報照合手段と、
　前記付加情報照合手段により選択された付加情報を、前記第２の記憶手段から読み出し
、前記記録媒体に記録する付加情報書き出し手段と、
をさらに備えることを特徴とする外部端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラレコーダー等の映像記録装置および映像記録装置に付随する記録媒体
に付加情報を入力する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テープにリニアに映像を記録するのではなく、半導体メモリ等の記録媒体にファ
イルとして映像を記録する映像記録装置が登場している（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このようにファイルとして映像を記録する映像記録装置の場合、撮影した映像に関連す
る付加情報を記録媒体に記録することも可能である。さらに、特許文献２には、映像に関
連する付加情報をさらに映像の時間軸に関連付けて記録するようにした映像記録装置が開
示されている。具体的に説明すると、この映像記録装置は、ユーザーのアクションを伴っ
た付加情報入力手段としてメタデータ入力用ボタンを備えている。メタデータ入力用ボタ
ンは、３つのボタンにより構成され、カメラレコーダーの側面に備えられている。３つの
ボタンのうち、たとえば、１つ目のボタンは重要シーンの登録用、２つ目のボタンはボタ
ン操作を有効にしたり文字入力モードに切替えるモード切替え用、３つ目のボタンは登録
のキャンセル用である。そして、例えば撮影中に重要な場面でメタデータ入力用ボタンを
押すことにより、その重要な撮影場面（シーン）にマークやテキスト等の付加情報を付加
することができる。なお、テキスト情報の入力は、映像記録装置が、映像や音声を認識し
てそれに対応するテキストを自動生成することが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－６７０６６号公報
【特許文献２】特開２００７－０８２０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献２に記載の付加情報入力手段は、撮影者に撮影行為（フォーカスや絞
りの調整、画面の構成など）以外の煩雑な作業を要求する。すなわち、撮影者が撮影行為
および付加情報入力行為の両者を並行して効率よくすすめるには非常な困難を伴うという
問題がある。
【０００６】
　ところで、近年、操作性の高い文字入力手段と無線ＬＡＮ等の無線接続手段を備えた、
携帯電話や携帯音楽プレーヤー等の携帯端末が入手容易になってきている。
【０００７】
　そこで、このような携帯端末を、テキスト等の付加情報を入力するための文字入力手段
として利用することが考えられる。このように構成すれば、映像記録装置内の記録媒体へ
の付加情報の入力を遠隔から無線接続で行うことが可能になる。特に、複数の人物が共同
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で映像を制作するプロフェッショナルな映像製作の現場において、撮影と付加情報入力と
を２人の人物で分担して行うことが可能となり、各作業を並行してすすめることが容易と
なる。
【０００８】
　ここで、付加情報の入力に用いる携帯端末が、前述のように操作性の高い文字入力手段
を備えている場合、従来よりもさらに詳細な情報を付加情報として入力したいという要求
が生じると考えられる。すなわち、語数の多いテキストを付加情報として入力したいとい
う要求である。
【０００９】
　しかし、付加情報入力者が語数の多いテキストを文字入力手段から入力するには、相応
の時間を要する。したがって、このような付加情報を映像データの時間軸上に関連付けよ
うとした場合、以下のような問題が生じると考えられる。
【００１０】
　付加情報入力者は、イベント発生に伴ってイベント内容を説明するテキストを入力し始
め、入力が完了すると、このテキスト情報を映像記録装置に送信する。このテキスト情報
を映像記録装置が受信したときには、既にイベント発生からかなりの時間が経過している
。その結果、この受信したタイミングで付加情報を映像データに関連付けると、付加情報
入力者が付加情報を付与したかった真の時間と、実際に付加情報が関連付けられる時間と
に差が生じることとなる。その差は、テキストの量にもよるが、一般的な文字入力速度の
場合、数秒から数十秒程度になると考えられる。したがって、映像編集の際、編集者は、
付加情報が関連付けられている時間の周辺の映像を見直して、付加情報入力者が真に意図
した付加場所を探索・予想しなければならないという問題が生じる。
【００１１】
　本発明は、上述のような問題に鑑みてなされたものであって、記録媒体にファイルとし
て映像記録をおこない、かつ映像データの時間軸に関連付けた付加情報を外部端末を利用
して記録する場合において、付加情報を付加情報入力者の意図した時間軸上の位置に関連
付けることができる映像記録装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するために、本発明の映像記録装置は、映像データを記録可能な映像記
録装置であって、外部端末と通信をおこなう通信手段と、記録中の映像データの最新の記
録位置を示す情報を記録する記録位置保持手段と、前記外部端末から前記通信手段を介し
て所定信号を受信したときに、前記記録位置を示す情報を、前記通信手段を介して前記外
部端末に送信する撮影状態管理手段と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の外部端末は、映像記録装置と通信可能な通信手段を備える外部端末であ
って、ユーザーからの付加情報の入力を受け付ける入力受付手段と、前記入力受付手段へ
の付加情報の入力開始を検出可能な入力開始検出手段と、前記入力開始検出手段が付加情
報の入力開始を検出したときに、前記映像記録装置が記録中の映像データにおける記録位
置を示す情報を、前記通信手段を介して前記映像記録装置に問い合わせて取得する撮影状
態問い合わせ手段と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の映像記録装置は、記録中の映像データの最新の記録位置を示す情報を記録し、
外部端末から通信手段を介して所定信号を受信したときに、前記記録位置を示す情報を、
前記通信手段を介して前記外部端末に送信する。映像記録装置は、前記外部端末から前記
通信手段を介して所定信号を受信したときに、前記記録位置を示す情報を、前記通信手段
を介して前記外部端末に送信する。これにより、例えば、映像記録装置は、前記外部端末
から前記通信手段を介して、前記映像データの所定位置に関連付けられる付加情報と、前
記付加情報を付加すべき映像データの記録位置を示す情報とを受信すると、受信した付加
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情報を、前記受信した記録位置を示す情報に基づき前記映像データに関連付けて、第２の
記録媒体に記録することができる。したがって、映像記録装置に備えた記録媒体にファイ
ルとして映像記録をおこない、かつ映像データの時間軸に関連付けた付加情報を外部端末
を利用して記録する場合において、付加情報が長文で文字数の多いテキストである場合で
も、この付加情報を映像データにおける付加情報入力者の意図した時間軸上の位置に関連
付けることができる。加えて、撮影後の編集工程などにおいて、前記記録位置情報及び付
加情報を利用して、所望の映像の検索や頭出しなどが速やかに行えるようになり、これに
より、映像制作の現場における作業の効率性を大きく改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態１における映像記録装置と外部端末
【図２】記録媒体上の映像ファイルと付加情報ファイルの配置
【図３Ａ】付加情報ファイルの内容例
【図３Ｂ】付加情報ファイルの内容例
【図４】実施形態１における映像記録装置と外部端末の動作を示すフローチャート
【図５】機器間で用いる通信内容の例
【図６】実施形態２における外部端末
【図７】実施形態２における外部端末の動作を示すフローチャート
【図８】付与失敗データメモリの内容
【図９】実施形態３における映像記録装置
【図１０】外部端末の表示画面例（機能選択画面）
【図１１】外部端末の表示画面例（付加情報入力画面）
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（実施形態１）
１．システム構成
　図１は、本発明の実施の形態１における映像記録装置および外部端末の構成を示したブ
ロック図である。
【００１７】
　図１（Ａ）に本発明の実施形態１における映像記録装置のブロック図を示す。
【００１８】
　映像記録装置１００は、撮像手段１０６と、映像圧縮手段１０５と、記録媒体制御手段
１０７と、撮影フレーム数カウンター１１４と、撮影状態管理手段１１５と、クリップ情
報管理手段１０９と、撮影開始終了受付手段１０３と、無線通信手段１０４とを備える。
映像記録装置１００は、挿抜可能な記録媒体１０１に映像ファイル１０２を書き込むこと
で映像を記録する装置である。映像記録装置１００は、ユーザーによって撮影開始終了受
付手段１０３を介して映像記録の開始が指示されると、撮像手段１０６が出力した非圧縮
動画データを、映像圧縮手段１０５でＭＰＥＧ－２（ＩＳＯ／ＩＥＣ　１３８１８）やＤ
Ｖ（ＩＥＣ　６１８３４）等の動画形式に圧縮し、記録媒体制御手段１０７を通じて記録
媒体１０１に映像ファイル１０２として記録する。撮影開始終了受付手段１０３は、例え
ばカメラレコーダーの録画開始ボタンである。また、記録媒体１０１としては、半導体メ
モリや光ディスクといったランダムアクセス可能な媒体が利用される。記録媒体制御手段
１０７は、例えばＦＡＴファイルシステム（ＩＳＯ／ＩＥＣ　９２９３）等を用いて記録
媒体１０１上でのファイルの配置を管理する。クリップ情報管理手段１０８は、ファイル
名決定手段１０９と、メディアＩＤ管理手段１１０と、付加情報管理手段１１１とを備え
る。記録媒体制御手段１０７は、映像ファイル１０２のファイル名称を決定するにあたり
、クリップ情報管理手段１０８内部のファイル名決定手段１０９に、使用すべきファイル
名を問い合わせる。ファイル名決定手段１０９は、各映像ファイルに、例えば記録媒体１
０１内に存在する映像ファイルが作成順の通し番号の名前をもつように、一意の名称を付
与する。
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【００１９】
　付加情報管理手段１１１は、撮像記録装置１００が映像の記録を開始すると同時に、記
録媒体１０１内の映像ファイル１０２に関する付加情報を、付加情報ファイル１１２とし
て映像ファイル１０２と同じ記録媒体１０１内に作成する。
【００２０】
　記録媒体１０１内での映像ファイル１０２と付加情報ファイル１１２の構成例を図２に
示す。なお、図２において図１と同じものに関しては同じ符号を用いている。
【００２１】
　図２に示すように、記録媒体１０１内において、ルートディレクトリにＣＯＮＴＥＮＴ
Ｓディレクトリが設置され、映像記録装置１００が書き出すデータの全てがこのディレク
トリの下に書き込まれる。ＣＯＮＴＥＮＴＳディレクトリの下には、ＶＩＤＥＯディレク
トリとＣＬＩＰディレクトリが設置され、ＶＩＤＥＯディレクトリの下に映像ファイル１
０２、ＣＬＩＰディレクトリの下に付加情報ファイル１１２が記録される。本例では、映
像ファイル１０２の名称は、“０００１．ｍｘｆ”としており、記録媒体１０１内の映像
ファイルに対する通し番号“０００１”と、ファイル種別を示す拡張子“ｍｘｆ”（Ｍａ
ｔｅｒｉａｌ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｆｏｒｍａｔ　[ＳＭＰＴＥ－３７７Ｍ］）とから構
成されている。さらに、付加情報ファイル１１２の名称は、“０００１．ｘｍｌ”とする
ことで、対応する映像ファイル１０２がファイル名から容易にわかるように工夫されてい
る。すなわち、対応する映像ファイル１０２と同じ通し番号“０００１”と、付加情報の
ファイル種別を示す拡張子“ｘｍｌ”（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇ
ｕａｇｅ　［ＪＩＳ　Ｘ　４１５９：２００２］）とでファイル名を構成している。
【００２２】
　本実施形態の映像記録装置による映像記録に伴って作成される付加情報ファイル１１２
の例を図３Ａに示す。本例において付加情報ファイル１１２は、ＸＭＬ形式で記述されて
いる。ここでは、＜ＣｌｉｐＮａｍｅ＞タグで映像ファイル１０２のファイル名を示した
上で、それと並ぶ＜Ｄｕｒａｔｉｏｎ＞タグで映像ファイル１０２の長さを記述し、＜Ｅ
ｓｓｅｎｃｅＬｉｓｔ＞タグで映像ファイル１０２のパラメータを列挙している。Ｄｕｒ
ａｔｉｏｎで記述する映像の長さの単位としては、本例ではフレームを用いている。また
、＜ＥｓｓｅｎｃｅＬｉｓｔ＞タグの中では、＜Ｃｏｄｅｃ＞タグを用いて映像のフレー
ムレートを記述し、＜ＳｔａｒｔＴｉｍｅｃｏｄｅ＞タグを用いて前記映像ファイル１０
２の開始タイムコードを記述している。本例では、映像ファイル０００１．ｍｘｆの映像
長は１０６４フレーム、フレーム周波数は５９．９４フレーム毎秒で、開始タイムコード
は０５：３３：３３：１２である。
【００２３】
　また、クリップ情報管理手段１０８は、映像記録装置１００に記録媒体１０１が接続さ
れた段階で前記記録媒体のメディアＩＤ１１３を読み出して、メディアＩＤ管理手段１１
０に格納しておく。メディアＩＤ１１３は、記録媒体１０１を一意に特定できる番号列も
しくは文字列であれば何でもよく、記録媒体１０１にハードウェア的に埋め込まれている
もの（例えば生産シリアル番号）であっても構わないし、記録媒体１０１上のファイルシ
ステムの管理領域に書かれたもの（例えばＦＡＴファイルシステムのボリュームＩＤ）で
あっても構わない。
【００２４】
　また、撮影フレーム数カウンター１１４は、映像記録装置１００が記録媒体１０１に映
像ファイル１０２として書き込んだフレーム数を映像圧縮手段１０５から取得して保持し
ている。また、撮影フレーム数カウンター１１４の保持するフレーム数は、撮影開始終了
受付手段１０３による動画記録開始指示とともにカウントが開始され、順次加算され、動
画記録終了指示とともにゼロにリセットされる。
【００２５】
　また、撮影状態管理手段１１５は、ファイル名決定手段１０９から記録中の映像ファイ
ル１０２のファイル名、メディアＩＤ管理手段１１０から記録媒体１０１のメディアＩＤ
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、撮影フレーム数カウンター１１４から記録済みのフレーム数を常に取得することで、映
像記録装置１００が記録している映像データの所在地と長さをリアルタイムに保持してい
る。撮影状態管理手段１１５は、無線通信手段１０４と接続されており、外部端末１５０
と無線通信することが出来る。
【００２６】
　図１（Ｂ）に、本発明の実施形態１における外部端末１５０のブロック図を示す。
【００２７】
　外部端末１５０は、タッチパネル１５１と、付加情報入力開始検出手段１５２と、付加
情報入力受付手段１５３と、送信指示手段１５４とを備える。タッチパネル１５１は、付
加情報入力開始検出手段１５２、付加情報入力受付手段１５３、および送信指示手段１５
４に対するユーザーインターフェイスとしての役割を有している。付加情報入力受付手段
１５３は、タッチパネル１５１に表示されたテキスト入力領域の内容を取得および保持す
る。付加情報入力開始検出手段１５２は、前記テキスト入力領域に１文字目が入力された
こと、またはタッチパネル１５１に表示された「入力開始」ボタンがクリックされたこと
を検出する。送信指示手段１５４は、タッチパネル１５１に表示された「送信」ボタンが
クリックされたことを検出する。なお、タッチパネル１５１はユーザーインターフェイス
の一例であって、付加情報入力受付手段１５３、付加情報入力開始検出手段１５２、およ
び送信指示手段１５４に対するインターフェイスを実現するものであれば、表示領域と入
力手段とが分離していても一向に構わない。
【００２８】
　また、外部端末１５０は、無線通信手段１５５をさらに備え、映像記録装置１００と無
線通信することができる。さらに、外部端末１５０は撮影状態問い合わせ手段１５６およ
び付加情報送信手段１５７を備えている。撮影状態問い合わせ手段１５６は、無線通信手
段１５５を通じて映像記録装置１００から受け取った情報を保持するための付加対象メモ
リ１５８を備える。
【００２９】
　本実施の形態では、カメラマンが映像記録装置１００を用いて撮影をしている近傍で、
外部端末１５０を持ったユーザが、現在撮影している対象におこった出来事や、撮影対象
そのものを説明するテキスト（以下、適宜「付加情報」という）をリアルタイムに入力し
ていくシステムを想定している。以下の説明では、付加情報の入力必要が生じたことを便
宜上「イベント発生」と呼ぶことにする。なお、映像記録装置１００と外部端末１５０と
の間の無線通信には、一般的な無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ等）で定められたＡ
ｄ－Ｈｏｃ通信の使用が想定されるが、両者が情報の授受を出来るのであれば、使用され
る方式はなんでもよい。
【００３０】
２．動作
　以下に、映像記録装置１００で現在撮影中の映像ファイル１０２の時間軸上に関連付け
た付加情報を、外部端末１５０から付与する方法について図４のフローチャートを用いて
詳述する。
【００３１】
　イベントが発生すると（Ｓ５０１）、ユーザは外部端末１５０のタッチパネル１５１を
操作して付加情報入力を開始する。付加情報入力開始検出手段１５２は、ユーザによる付
加情報入力を検出する。この検出方法は、タッチパネル１５１に表示された「入力開始」
のボタンのクリックを検出することであっても構わないし、タッチパネル１５１に表示さ
れたテキスト入力領域に文字を書き始めたことを付加情報入力開始検出手段１５２が自動
的に検出しておこなわれるものであっても構わない。
【００３２】
　付加情報入力開始を検出すると（Ｓ５０２）、付加情報入力開始検出手段１５２は、撮
影状態問い合わせ手段１５６にその旨を通知する。撮影状態問い合わせ手段１５６は、映
像記録装置１００に撮影状態の問い合わせを行う（Ｓ５０３）。撮影状態問い合わせ手段
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１５６は例えば図５（Ａ）に示すような文字列を、無線通信手段１５５を介して無線通信
により映像記録装置１００に送信することで、撮影状態問い合わせをおこなう（Ｓ５０３
）。なお、無線通信の際のプロトコルとしては、例えばＴＣＰ／ＩＰ（ＲＦＣ７９３／Ｒ
ＦＣ７９１）が利用可能である。以下の無線通信においても同様である。
【００３３】
　映像記録装置１００は、無線通信手段１０４を介して撮影状態問い合わせを受けると、
撮影状態管理手段１１５が、撮影フレーム数カウンター１１４が起動しているか否かに基
づいて現在映像記録装置１００が映像記録中か否かを判断する（Ｓ５０４）。記録動作中
でない場合、撮影状態管理手段１１５は、エラーを外部端末１５０に通知する（Ｓ５０５
）。例えばこのエラー通知として撮影状態管理手段１１５は図５（Ｃ）のような文字列を
無線通信により送信する。外部端末１５０は、エラー通知を受信した場合、タッチパネル
１５１に警告文（エラー表示）の表示等を行って（Ｓ５０７）、付加情報の付与が不可能
である旨をユーザーに通知する。
【００３４】
　一方、映像記録装置１００が記録動作中であると判断した場合、撮影状態管理手段１１
５は、その時点の撮影状態及び付加対象に関する情報（以下、「撮影状態情報」と呼ぶ）
を外部端末１５０に送信する（Ｓ５０６）。撮影状態情報には、映像を記録している「メ
ディアＩＤ名」、記録している映像の「ファイル名」、および撮影開始からの「フレーム
数（オフセット）」の情報が含まれている。撮影開始からのフレーム数は、撮影フレーム
数カウンター１１４から得られる。撮影状態情報は、例えば、図５（Ｂ）のような文字列
で無線通信により返信される。図５（Ｂ）は、撮影状態の問い合わせがあった時点で、メ
ディアＩＤが１０００００００の記録媒体に対して、０００１．ｍｘｆという映像ファイ
ルの５４７１フレーム目を記録している状態にあったことを伝達するためのテキストデー
タを示す。
【００３５】
　外部端末１５０は、映像記録装置１００から撮影状態情報を受信すると、受信した情報
を付加対象メモリ１５８に記憶し（Ｓ５０８）、以後、送信指示手段１５４を介してユー
ザーが入力テキストの送信指示をするまで待つ（Ｓ５０９）。
【００３６】
　以上のように、ユーザーが付加情報入力を開始した時点で、外部端末１５０は、映像記
録装置１００から、撮影開始時の撮影状態情報を、ユーザーのテキスト送信のステップと
は独立して事前に取得する。これにより、ユーザーが付加情報入力（テキスト入力）に要
する時間に関わらず、意図した時間軸上の位置へのリアルタイム付加情報付与を可能にし
ている。
【００３７】
　付加情報入力開始（Ｓ５０２）以降、ユーザーはタッチパネル１５１等を通じて、映像
ファイル１０２の時間軸上に付与したい付加情報（テキスト）を入力する。付加情報入力
作業と、前記撮影状態情報のやりとりは完全に並行しておこなわれても構わない。なお、
ユーザーが入力したテキストデータの内容は、まず外部端末１５０内の付加情報入力受付
手段１５３に逐次記憶される。テキストデータの入力が終わると、ユーザーはタッチパネ
ル１５１上の「送信」ボタンをクリックするなどの手段で、送信指示手段１５４に送信作
業の開始を指示する。
【００３８】
　ステップＳ５０９で送信指示が検出されると、送信指示手段１５４は付加情報送信手段
１５７を起動する。付加情報送信手段１５７は、付加情報入力受付手段１５３から、ユー
ザーが入力した付加情報を取得する。また、付加情報送信手段１５７は、付加対象メモリ
１５８から、この付加情報の入力を開始したときに映像記録装置１００から受信して記憶
されている撮影状態情報を取得する（Ｓ５１０）。付加情報送信手段１５７は、この付加
情報と撮影状態情報とを関連付けて映像記録装置１００へと無線通信手段１５５を介して
送信する（Ｓ５１１）。例えば、図５（Ｄ）のような文字列を無線通信を介して送信する
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。
【００３９】
　映像記録装置１００は、外部端末１５０から付加情報と撮影状態情報とを受け取ると、
映像記録装置１００内に付加情報を付加すべき付加対象の記録媒体が接続されているか否
かを判断する（Ｓ５１２）。具体的には、撮影状態情報中のメディアＩＤ名と、現在映像
記録装置１００に接続されている記録媒体１０１のメディアＩＤ名とを比較し、同じ記録
媒体か否かを調べる（Ｓ５１２）。記録媒体が異なっていた場合は、エラーが発生した旨
を外部端末１５０に無線通信手段１０４を介して通知し（Ｓ５１３）、外部端末１５０は
タッチパネルに警告表示（エラー表示）を表示するなどの手段でユーザーにエラーが発生
したことを通知する（Ｓ５１５）。ステップＳ５１３からステップＳ５１５の動作は、前
記ステップＳ５０５から５０７と同様の動作で実現できる。
【００４０】
　記録媒体が同一であると確認できた場合は、クリップ情報管理手段１１０は、対象とな
る映像ファイル１０２に関連付けられた付加情報ファイル１１２を更新することで、受け
取った付加情報を付与する（Ｓ５１４）。例えば、図３Ｂのように付加情報ファイル１１
２を書き変えることで、映像ファイル１０２の時間軸上に関連付けた付加情報を付加する
。
【００４１】
　図３Ｂでは、記録開始直後の付加情報ファイル１１２の内容（図３Ａ）に較べて＜Ｍｅ
ｍｏＬｉｓｔ＞タグ以下が追加されている。＜ＭｅｍｏＬｉｓｔ＞タグ以下には、＜Ｍｅ
ｍｏ＞タグが存在している。＜Ｍｅｍｏ＞タグ以下には、＜Ｏｆｆｓｅｔ＞タグと＜Ｔｅ
ｘｔ＞タグが存在している。＜Ｔｅｘｔ＞の内容は、外部端末１５０から取得した付加情
報、すなわちユーザーが入力した付加情報（テキスト）の内容を示し、＜Ｏｆｆｓｅｔ＞
の内容は、外部端末１５０から取得した撮影状態情報中のフレーム数情報、すなわち＜Ｔ
ｅｘｔ＞の内容を関連付ける位置、具体的には映像ファイル１０２の開始フレームから何
フレーム目かの情報、すなわち撮影開始からのフレーム数を示している。
【００４２】
　前記ステップＳ５１４において付加情報ファイル１１２を更新すると、映像記録装置１
００は外部端末１５０に対し処理の完了を通知する（Ｓ５１６）。例えば、映像記録装置
１００は図５（Ｅ）のような文字列を無線通信により送信する。外部端末１５０は、ステ
ップＳ５１６による完了通知を受信すると、タッチパネル１５１に完了表示等を行うこと
により、ユーザーに、付加情報の映像ファイル１０２への関連付け処理が完了したことを
通知する（Ｓ５１７）。
【００４３】
３．まとめ
　以上説明したように、本実施形態に係る映像記録装置１００は、記録中の映像データの
最新の記録位置を示す情報を記録し、外部端末１５０から無線通信手段１０４を介して撮
影状態の問い合わせがあったときに（所定信号を受信したときに）、前記記録位置を示す
情報を、無線通信手段１０４を介して外部端末１５０に送信する。映像記録装置１００は
、外部端末１５０から無線通信手段１０１を介して、付加情報と、前記付加情報を付加す
べき映像データの記録位置を示す情報とを受信すると、受信した付加情報を、前記受信し
た記録位置を示す情報に基づき前記映像データに関連付けて、記録媒体１０１に記録する
。したがって、付加情報が長文で文字数の多いテキストである場合でも、この付加情報を
映像データにおける付加情報入力者の意図した時間軸上の位置に関連付けることができる
。加えて、撮影後の編集工程などにおいて、前記記録位置情報及び付加情報を利用して、
所望の映像の検索や頭出しなどが速やかに行えるようになり、これにより、映像制作の現
場における作業の効率性を大きく改善することができる。
【００４４】
　なお、本実施の形態においては、映像記録装置１００と外部端末１５０とは無線通信に
より種々の情報を送受するものとしたが、両機器間での電子通信を実現するものであれば
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、有線通信であっても構わない。
【００４５】
　また、映像ファイル１０２に関連付けた付加情報ファイル１１２の作成タイミングを、
撮像記録装置１００が映像の記録を開始するのと同時としたが、撮影開始以降のどのタイ
ミングであっても構わない。例えば、撮影動作終了時や、ユーザーによって指示されたタ
イミングであってもよい。
【００４６】
　また、本実施の形態では、映像ファイル１０２と付加情報ファイル１１２を同じ記録媒
体１０１に記録するものとしたが、異なる記録媒体に記録しても構わない。映像ファイル
１０２と付加情報ファイル１１２との関連付けが、付加情報ファイル１１２のファイル名
や、付加情報ファイル１１２内の記述内容などを用いて明確におこなわれれば、本実施の
形態の効果を得るにあたり、各々のファイルの所在地は問題とならない。
【００４７】
　また、本実施の形態では、映像ファイル１０２のファイル形式をＭＸＦ、付加情報ファ
イル１１２のファイル形式をＸＭＬとしたが、これは説明の便宜上定めたファイル形式で
あって、本実施において採用されるべきファイル形式を限定するものではない。
【００４８】
　また、本実施の形態では、映像記録装置１００が撮影状態の問い合わせを受けたときの
記録位置を示す情報として、映像記録開始からのフレーム数を利用したが、映像記録開始
からの経過時間を利用してもよい。この場合、撮影フレーム数カウンター１１４の代わり
に、映像記録開始からの経過時間を計測する手段を設ければよい。
【００４９】
（実施形態２）
　図６は実施の形態２における外部端末４００の構成を示したブロック図である。本実施
の形態の外部端末４００は、映像記録装置１００側での付加情報反映時に付加対象の記録
媒体が存在しなかった場合（実施の形態１の図４のＳ５１３）の対策が施された外部端末
の例であり、通信相手となる映像記録装置は実施形態１で開示した映像記録装置１００と
同じである。
【００５０】
　なお、実施の形態１における外部端末１５０と同一のブロックに関しては、同じ番号を
用いるものとする。
【００５１】
　本実施の形態における外部端末４００が備える付加情報送信手段４０１は、付与失敗デ
ータメモリ４０２を備える。また、外部端末４００は、記録媒体接続部４０３を備え、映
像記録装置１００から取り外した記録媒体１０１を接続可能である。また、外部端末４０
０は、前記記録媒体接続部４０３に接続された記録媒体１０１のメディアＩＤを読み出す
ためのメディアＩＤ検出手段４０４と、前記付与失敗データメモリ４０２の内容と前記メ
ディアＩＤ検出手段４０４の検出内容とを比較するためのメディアＩＤ－付加情報照合手
段４０５と、付与失敗データメモリ４０２の内容を記録媒体１０１内の付加情報ファイル
１１２に反映するための付加情報書き出し手段４０６とを備える。
【００５２】
　以下、本実施の形態における外部端末４００の動作を、図７のフローチャートを用いて
説明する。なお、本実施の形態においても、第１の実施の形態における図４に示すフロー
チャートのステップＳ５０１～Ｓ５１２，Ｓ５１４，Ｓ５１６，Ｓ５１７と同一の処理が
おこなわれるが、図７からは省略し、ステップＳ５１３以降の処理のみを図示している。
【００５３】
　外部端末４００は、映像記録装置１００から付加対象の記録媒体が存在しない旨のエラ
ー通知を受信すると、付加対象メモリ１５８の内容と付加情報入力受付手段１５３の内容
を付与失敗データメモリ４０２に退避し、付加情報の付与が失敗した旨をユーザに通知す
る（Ｓ６０１）。
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【００５４】
　付与失敗データメモリ４０２は、ステップＳ５１０において取得した撮影状態情報を、
図８に示すテーブル形式で保存する。すなわち、付与失敗データメモリ４０２は、「メデ
ィアＩＤ」、「ファイル名」、「オフセット」、「付加情報」の情報セットをひとつのエ
ントリーとして付与失敗データメモリ４０２に保存する。オフセットとは、撮影開始から
のフレーム数である。
【００５５】
　前記ステップＳ６０１の後、外部端末４００は、記録媒体接続部４０３に記録媒体１０
１が接続されるのを待つ（Ｓ６０２）。なお、この待ち状態の間に新たなイベント発生が
あった場合は、図４および図７に示す方法で付加情報の入力を受け付けても構わない。
【００５６】
　記録媒体接続部４０３に記録媒体１０１が接続されると、メディアＩＤ検出手段４０４
は記録媒体１０１からメディアＩＤを取得する（Ｓ６０３）。メディアＩＤ－付加情報照
合手段４０５は、メディアＩＤ検出手段４０４から取得したメディアＩＤをキーとして、
付与失敗データメモリ４０２の情報テーブル内に、メディアＩＤが一致するエントリーが
存在しないか検索する（Ｓ６０４）。存在しない場合は、再びステップＳ６０２へと戻る
。
【００５７】
　メディアＩＤが一致するエントリーが存在した場合は、、さらに記録媒体１０１内のフ
ァイル名の一致する付加情報ファイル１１２に対して、「オフセット」及び「付加情報」
を追加記述する変更（更新）を行う。この場合の、付加情報ファイルの内容は、実施の形
態１で説明した図３Ｂと同じである。
【００５８】
　付加情報ファイル１１２の更新を行うと、メディアＩＤ－付加情報照合手段４０５は、
付与失敗データメモリ４０２から該当するエントリーを削除し（Ｓ６０６）、処理の完了
をユーザーに通知する（Ｓ６０７）。処理完了通知は、例えば、タッチパネル１５１に完
了のメッセージを表示することによっておこなわれる。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態に係る外部端末４００によれば、映像記録装置１００
で付加情報を付与しようとしたときに既に記録媒体１０１が抜去されていることにより付
与に失敗した場合でも、該当する記録媒体を外部端末４００に接続することによって、映
像におけるユーザーが意図した時間軸上の位置に対応させて付加情報を関連付けることが
できる。これにより、撮影後の編集工程等において付加情報を利用する際の作業効率を向
上させることができる。
【００６０】
　なお、本実施の形態では、外部端末４００はステップＳ６０２において記録媒体１０１
が挿入されるのを自動検出することとした。しかし、必ずしも記録媒体１０１の挿入を自
動検出して次のステップに進む必要はなく、ユーザーが明示的に指定することにより次の
ステップに進むこととしてもよい。例えば、タッチパネル１５１に「反映」ボタンを表示
し、この「反映」ボタンがクリックされたときにメディアＩＤの取得ステップ（Ｓ６０３
）に進むようにしてもよい。
【００６１】
　また、図７では、ステップＳ６０１以降の動作は、ステップＳ５１３で映像記録装置１
００から付加対象の記録媒体が存在しない旨のエラー通知を受け取った後のものとして説
明した。しかし、ステップＳ６０１以降の動作は、図４のステップＳ５１１で外部端末４
００が映像記録装置１００と電子通信を試みた際、通信に失敗した場合の動作としても適
用可能である。
【００６２】
　以上説明しように、付加情報の付加を意図した時間と実際に映像記録装置１００に付加
情報が送信される時間とに差異がある。その結果、映像記録装置１００が利用する記録媒
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体１０１が半導体メモリカードや光ディスクといったリムーバブルな媒体である場合、付
加情報が映像記録装置１００に送信された段階において、付加情報を関連付けたい映像デ
ータファイルが記録された記録媒体がすでに映像記録装置１００から抜去されているとい
う事態も生じ得る。この場合、付加情報入力者が入力した情報は、意図した映像データに
まったく反映されないことになる。しかし、本実施の形態では、このような場合でも、外
部端末４００に記録媒体１０１が接続されれば、記録媒体１０１に付加情報を記録するこ
とが可能となる。
【００６３】
（実施形態３）
　図９は、実施の形態３における映像記録装置３００の構成を示したブロック図である。
本実施の形態では、映像記録装置３００は、撮影状態管理手段１１５およびクリップ情報
管理手段１１１と、無線通信手段１０４との間に、ウェブサーバ手段１６０を備えている
。ウェブサーバ手段１６０は、ウェブサーバとしての機能を有し、外部端末から映像記録
装置３００にアクセスするときのインターフェースを構成している。なお、それ以外は、
実施形態１で開示した映像記録装置１００と同じである。
【００６４】
　また、外部端末１５０はウェブブラウザ機能を搭載しており、外部端末１５０の付加情
報入力開始検出手段１５２、付加情報入力受付手段１５３、送信指示手段１５４、撮影状
態問合手段１５６、および付加情報送信手段１５７は、ウェブブラウザ機能を利用して構
成されている。なお、それ以外は、実施形態１で開示した外部端末１５０と同じである。
【００６５】
　図１０は、外部端末１５０のウェブブラウザ機能を利用して映像記録装置３００にアク
セスしたときに外部端末１５０上に表示される機能選択画面３００を示す。この機能選択
画面３００には、複数の機能選択ボタン３０１が配置されている。これらのうちの「ＴＥ
ＸＴ入力」と表示されたボタンが、付加情報入力機能を起動させるためのボタンである。
「ＴＥＸＴ入力」ボタンにタッチすると、付加情報入力開始が検出され（付加情報入力手
段）、図１１に示すテキスト入力画面３１０が表示される。テキスト入力画面３１０の下
部には、キーボード部（付加情報入力受付手段）が配置されていると共に、付加情報入力
画面３１０の上部には、キーボード部をタッチ操作することにより入力された文字を表示
するテキスト表示部３１１が配置されている。図１１の例では、テキスト表示部３１１に
「Ｂｏｔｈ　Ｈａｎｄｓ」と表示されている。このテキスト表示部３１１の下方には、「
ｃａｎｃｅｌ」ボタンと、「ＯＫ」ボタンが配置されている。「ｃａｎｃｅｌ」ボタンは
、入力した付加情報（テキスト）をクリアするためのボタンである。「ＯＫ」ボタンは、
入力した付加情報を確定すると共に送信指示を行うためのものである（送信指示手段）。
「ＯＫ」ボタンにタッチすると、入力した付加情報が確定されると共に、入力した付加情
報が送信される。
【００６６】
　本実施の形態によれば、ウェブブラウザを搭載している種々の端末を、映像記録装置用
の外部端末として利用することができる。
【００６７】
　なお、前記各実施の形態における映像記録装置１００側の映像圧縮手段１０５、撮影フ
レーム数カウンター１１４、撮影状態管理手段１１５、記録媒体制御手段１０７、クリッ
プ情報管理手段１０８、及び外部端末側１５０の撮影状態問い合わせ手段１５６、付加情
報送信手段１５７、付加情報入力開始検出手段１５２、付加情報入力受付手段１５３、送
信支持手段１５４、メディアＩＤ－付加情報照合手段４０５、メディアＩＤ－付加情報照
合手段４０５、メディアＩＤ検出手段４０４、付加情報書出手段４０６、ＷＥＢ手段１６
０は、ハードウェアまたはプログラムのいずれによっても構成可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明の映像記録装置および外部端末により、映像データの時間軸上の意図したとおり
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検索や頭出しをサポートするノンリニア映像編集ソフト等を使えば、きわめて効率の良い
映像編集作業がおこなえるようになる。
【符号の説明】
【００６９】
１００　映像記録装置
１０１　記録媒体
１０２　映像ファイル
１０３　撮影開始終了受付手段
１０４　無線通信手段
１０５　映像圧縮手段
１０６　撮像手段
１０７　記録媒体制御手段
１０８　クリップ情報管理手段
１０９　ファイル名決定手段
１１０　メディアＩＤ管理手段
１１１　付加情報管理手段
１１２　付加情報ファイル
１１３　メディアＩＤ
１１４　撮影フレーム数カウンター
１１５　撮影状態管理手段
１５０　外部端末
１５１　タッチパネル
１５２　付加情報入力開始検出手段
１５３　付加情報入力受付手段
１５４　送信指示手段
１５５　無線通信手段
１５６　撮影状態問い合わせ手段
１５７　付加情報送信手段
１５８　付加対象メモリ
４０１　付加情報送信手段
４０２　付与失敗データメモリ
４０４　メディアＩＤ検出手段
４０５　メディアＩＤ－付加情報照合手段
４０６　付加情報書き出し手段
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